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事業目的・背景・課題

○ コロナ禍を経た観光需要の急増に伴う人手不足は深刻であり、その解消は急務。観光需要を取り込み、インバウンド
による経済効果を最大限にするためにも、観光地・観光産業における省力化・省人化等の推進が不可欠である。

○ 省力化設備や地域の複数の宿泊事業者による共同事業の設備への投資支援等といった短期的施策に加え、外国人材の
確保・定着の支援や宿泊業における従業員の待遇改善策の検討など中長期的な対策を総合的に推進し、観光産業の基
盤の維持・強化を促進していく。

事業内容

・事業形態：①直接補助事業 及び 間接補助事業（補助率1/2） ②調査事業等

・補助対象・請負先：①地方公共団体、民間事業者等（間接補助の場合は、国→民間事業者（事務局）→地方公共団体（ＤＭＯ）、宿泊事業者 等）

②民間事業者等

事業スキーム

①省力化・省人化に向けた設備投資等
観光地・観光産業の省力化・省人化等を実現するために必要な支援を実施する。

○地域一体となった効率化支援：観光地全体の効率化を行い、提供価値を向上させる為、共同設備
（セントラルキッチン、温泉引湯管、従業員寮）の導入・改修等
を支援。

○省力化投資補助：省力化に資する設備（自動チェックイン機等）の導入を支援。
○観光地経営人材育成支援：「観光人材育成ガイドライン」に準拠した教育プログラムの充実等、

経営の高度化を促進。

②観光産業の基盤の維持・強化に向けた調査等
深刻な人手不足を解消するため、優良事例の調査・横展開及び待遇改善取組の検討等を行う。

○人材確保・定着の促進：特定技能試験の受験者を増やすためのジョブフェア等のPR活動、試験
合格者の雇用のためのマッチングイベントの実施、事業者の受入体制の
強化等を実施。また、事業者や業種の垣根を超えた連携による有効活用
策を検討。

○経営力強靱化の促進：宿泊業の待遇改善等、経営上の課題を調査し、「宿泊業における高付加価
値化のための経営ガイドライン」の改訂検討などを通じて、経営力強靭化
の促進を図る。

観光地・観光産業における省力化・省人化等推進事業

事業イメージ

○設備投資等

セントラルキッチン

○外国人材の確保・定着

自動チェックイン機

令和７年度補正予算額
2,550百万円

担当課室：観光庁 参事官（旅行振興）、観光産業課



※令和６年度「観光地・観光産業における人手不足対策事業」での支援例参考です

観光庁HP ※R６年度
「観光地・観光産業における
人手不足対策事業」

観光庁HP
「高付加価値経営旅館等」



担当課室：観光庁 参事官（外客受入）

オーバーツーリズムの未然防止・抑制をはじめとする観光地の受入環境整備の促進

事業目的・背景・課題

事業内容

事業スキーム

事業イメージ

○一部の地域・時間帯における観光客の過度な集中やマナー違反問題など、我が国における観光課題が顕在化している状況。
○インバウンドの更なる受入れに対する国民の不安を払拭し、観光を我が国における「戦略産業」として持続的に発展させていくためには、

局所的・短期的な対応が中心となっていたこれまでの対策に加えて、地域の方々の理解の下、中長期的な視点からより実効性のある
面的な対策を一層促進していく必要がある。

・事業形態：①間接補助事業（補助率 ２／３（補助上限額：２億円）、１／２（補助上限額：０．５億円）、②調査事業等
・補助対象・請負先：①国→民間事業者→地方公共団体、登録DMO、民間事業者等 ②民間事業者等 ・事業期間：令和８年度～

①補助事業
地域における観光施策のとりまとめ・旗振り役である地方公共団体、
観光地域づくり法人（DMO）が中心となり、各地域が現在直面
している課題／今後抱えうる課題に地域一体で行う様々な取組※１
を面的・総合的に支援する。また、民間事業者をはじめ、個別の受
入環境整備に係る取組についても、きめ細やかな支援を行う。
※１ 調査・実証に係る取組を含む

特に、ソフト的・対症療法的な対策のみならず、中長期的な視点か
ら安定的・持続的に支援できるよう、複数年にわたる取組についても
支援することとする。また、検討段階から観光庁・地方運輸局が伴
走支援を行い、地域の方々の理解の下、より実効性のある対策の
加速化を図っていく。

②調査事業
我が国における観光課題の情報を収集し、生じている地域・エリアに
提供することで、スピード感をもった対策の造成を支援するほか、多様
な媒体を通じたマナー啓発、手ぶら観光サービスの普及・浸透に向け
た調査等を実施する。

令和８年度予算額 10,000百万円
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R6年度先駆モデル地域型

26地域事例集

注 令和7年度実施時の内容で参考です。

観光庁オーバーツーリズム
対策事業特設ページ※R7


